
初
回
保
険
料

10月 11月 12月 1月 2月

２
回
目
以
降
保
険
料

お
申
込
手
続
き

申
込
日
・
告
知
日

オ
ー
ソ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
完
了
日
＝

11
月
分
保
険
料

ご
利
用
明
細
書
上
の
カ
ー
ド
ご
利
用
日

契
約
日

こ
の
時
点
で
の
被
保
険
者

満
年
齢
に
よ
り
保
険
料
を

計
算
し
ま
す
。

１日

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

２
回
目
保
険
料
（
12
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

１０日頃 ２０日

２
回
目
保
険
料
（
12
月
分
）

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
（
ご
利
用
日
）

①-

１

月
払
契
約
の
場
合
（
契
約
日
の
特
則
な
し
）

ご
契
約
者
さ
ま
に
ご
利
用
明
細
が
送
付
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら

引
き
落
と
し
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

（
通
常
、
決
済
請
求
し
た
月
の
翌
月
に
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
）

注

保障開始（責任開始）

ご
契
約
の
成
立

終身がん（Ｃ２・Ｃ３）以外の場合のスケジュール

１５日頃１日

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
11
月
分
）
引
き
落
と
し

注

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

２
回
目
回
保
険
料
（
12
月
分
）
引
き
落
と
し
注

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

初
回
保
険
料
（
11
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼



初
回
保
険
料

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

２
回
目
以
降
保
険
料

お
申
込
手
続
き

申
込
日
・
告
知
日

オ
ー
ソ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
完
了
日

契
約
日

こ
の
時
点
で
の
被
保
険
者

満
年
齢
に
よ
り
保
険
料
を

計
算
し
ま
す
。

初
回
保
険
料
（
2
月
分
）

ご
利
用
明
細
書
上
の
カ
ー
ド
ご
利
用
日

①-

１

月
払
契
約
の
場
合
（
契
約
日
の
特
則
な
し
）

ご
契
約
者
さ
ま
に
ご
利
用
明
細
が
送
付
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら

引
き
落
と
し
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

（
通
常
、
決
済
請
求
し
た
月
の
翌
月
に
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
）

注

保障開始（責任開始）

ご
契
約
の
成
立

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
2
月
分
）
引
き
落
と
し

注

終身がん（Ｃ２・Ｃ３）の場合のスケジュール

20日頃１日15日
15日

初
回
保
険
料
（
3
月
分
）

ご
利
用
明
細
書
上
の
カ
ー
ド
ご
利
用
日

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
3
月
分
）
引
き
落
と
し

20日頃

注

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

初
回
保
険
料
（
2
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

10日頃

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

初
回
保
険
料
（
3
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

10日頃



初
回
保
険
料

10月 11月 12月 1月 2月

２
回
目
以
降
保
険
料

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

２
回
目
回
保
険
料
（
11
・
12
月
分
）

引
き
落
と
し

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
10
月
分
）
引
き
落
と
し

お
申
込
手
続
き

申
込
日
・
告
知
日

オ
ー
ソ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
完
了
日
＝

10
月
分
保
険
料

ご
利
用
明
細
書
上
の
カ
ー
ド
ご
利
用
日

契
約
日

こ
の
時
点
で
の
被
保
険
者

満
年
齢
に
よ
り
保
険
料
を

計
算
し
ま
す
。

１５日頃

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

初
回
保
険
料
（
10
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

２
回
目
保
険
料
（
11
・
12
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

１０日頃 ２０日

２
回
目
保
険
料
（
11
・
12
月
分
）

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
（
ご
利
用
日
）

注

ご
契
約
者
さ
ま
に
ご
利
用
明
細
が
送
付
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら

引
き
落
と
し
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

（
通
常
、
決
済
請
求
し
た
月
の
翌
月
に
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
）

注

ご
契
約
の
成
立

①-

２

月
払
契
約
の
場
合
（
契
約
日
の
特
則
あ
り
）

※

責
任
開
始
日
の
翌
日
か
ら
翌
月
１
日
ま
で
の
間
に
誕
生
日
を
迎
え
る
方
に
つ
い
て
は
、
責
任
開
始
日
が
契
約
日
と
な
り
ま
す
。

（
変
額
保
険
を
除
き
ま
す
）

誕
生
日

保障開始（責任開始） 注

終身がん（Ｃ２・Ｃ３）以外の場合のスケジュール

20日頃



初
回
保
険
料

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

２
回
目
以
降
保
険
料

お
申
込
手
続
き

申
込
日
・
告
知
日

オ
ー
ソ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
完
了
日

契
約
日

こ
の
時
点
で
の
被
保
険
者

満
年
齢
に
よ
り
保
険
料
を

計
算
し
ま
す
。

初
回
保
険
料
（
1
月
分
）

ご
利
用
明
細
書
上
の
カ
ー
ド
ご
利
用
日

ご
契
約
者
さ
ま
に
ご
利
用
明
細
が
送
付
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら

引
き
落
と
し
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

（
通
常
、
決
済
請
求
し
た
月
の
翌
月
に
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
）

注

保障開始（責任開始）

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
1
月
分
）
引
き
落
と
し

注

終身がん（Ｃ２・Ｃ３）の場合のスケジュール

20日頃１5日 15日

初
回
保
険
料
（
2
月
分
）

ご
利
用
明
細
書
上
の
カ
ー
ド
ご
利
用
日

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
2
月
分
）
引
き
落
と
し

20日頃

注

①-

２

月
払
契
約
の
場
合
（
契
約
日
の
特
則
あ
り
）

※

保
険
期
間
の
始
期
の
翌
日
か
ら
翌
月
１
日
ま
で
の
間
に
誕
生
日
を
迎
え
る
方
に
つ
い
て
は
、

保
険
期
間
の
始
期
が
契
約
日
と
な
り
ま
す
。

（
変
額
保
険
を
除
き
ま
す
）

ご
契
約
の
成
立

誕
生
日

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

初
回
保
険
料
（
1
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

10日頃

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

初
回
保
険
料
（
2
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

10日頃



初
回
保
険
料

10月 11月 12月 1月

２
回
目
以
降
保
険
料

翌年4月 翌年5月 翌年6月 翌年7月

お
申
込
手
続
き

申
込
日
・
告
知
日

１５日頃

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

初
回
保
険
料
（
10
月
か
ら
6
か
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

２
回
目
保
険
料
（
4
月
か
ら
6
か
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

２
回
目
保
険
料
（
4
月
か
ら
6
か
月
分
）

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
（
ご
利
用
日
）

②
半
年
払
契
約
の
場
合

ご
契
約
者
さ
ま
に
ご
利
用
明
細
が
送
付
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
さ
れ
る

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

（
通
常
、
決
済
請
求
し
た
月
の
翌
月
に
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
）

注
２

半
年
払
・
年
払
の
場
合
、
責
任
開
始
日
が
契
約
日
と
な
り
ま
す
。
（
口
座
振
替
扱
と
同
様
）

注
１

契
約
日

こ
の
時
点
で
の
被
保
険
者

満
年
齢
に
よ
り
保
険
料
を

計
算
し
ま
す
。

オ
ー
ソ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
完
了
日

ご
利
用
明
細
書
上
の
カ
ー
ド
ご
利
用
日

保障開始（責任開始）

ご
契
約
の
成
立

注
１

終身がん（Ｃ２・Ｃ３）以外の場合のスケジュール

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
10
月
か
ら
6
か
月
分
）

引
き
落
と
し

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
4
月
か
ら
6
カ
月
分
）

引
き
落
と
し

注
２

注
２

２０日１０日頃

15日



初
回
保
険
料

10月 11月 12月 1月

２
回
目
以
降
保
険
料

翌年4月 翌年5月 翌年6月 翌年7月

お
申
込
手
続
き

申
込
日
・
告
知
日

10日頃

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

初
回
保
険
料
（
1
月
か
ら
3
か
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

２
回
目
保
険
料
（
4
月
か
ら
6
か
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

１０日頃 ２０日

２
回
目
保
険
料
（
4
月
か
ら
6
か
月
分
）

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
（
ご
利
用
日
）

②
半
年
払
契
約
の
場
合

ご
契
約
者
さ
ま
に
ご
利
用
明
細
が
送
付
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
さ
れ
る

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

（
通
常
、
決
済
請
求
し
た
月
の
翌
月
に
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
）

注
２

半
年
払
・
年
払
の
場
合
、
保
険
期
間
の
始
期
が
契
約
日
と
な
り
ま
す
。
（
口
座
振
替
扱
と
同
様
）

注
１

契
約
日

こ
の
時
点
で
の
被
保
険
者

満
年
齢
に
よ
り
保
険
料
を

計
算
し
ま
す
。

オ
ー
ソ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
完
了
日

保障開始
（責任開始）

ご
契
約
の
成
立

終身がん（Ｃ２・Ｃ３）の場合のスケジュール

15日

初
回
保
険
料
（
1
月
か
ら
3
か
月
分
）

ご
利
用
明
細
書
上
の
カ
ー
ド
ご
利
用
日

20日頃

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
1
月
か
ら
３
か
月
分
）

引
き
落
と
し

注
２

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
4
月
か
ら
6
カ
月
分
）

引
き
落
と
し

注
１

注
２

15日



初
回
保
険
料

10月 11月 12月 1月

２
回
目
以
降
保
険
料

翌年10月 翌年11月 翌年12月 翌年1月

お
申
込
手
続
き

申
込
日
・
告
知
日

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

初
回
保
険
料
（
10
月
か
ら
12
か
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

２
回
目
保
険
料
（
10
月
か
ら
12
か
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

１０日頃 ２０日

２
回
目
保
険
料
（
10
月
か
ら
12
か
月
分
）

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
（
ご
利
用
日
）

ご
契
約
者
さ
ま
に
ご
利
用
明
細
が
送
付
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
さ

れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

（
通
常
、
決
済
請
求
し
た
月
の
翌
月
に
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
）

注
２

半
年
払
・
年
払
の
場
合
、
責
任
開
始
日
が
契
約
日
と
な
り
ま
す
。
（
口
座
振
替
扱
と
同
様
）

注
１

契
約
日

こ
の
時
点
で
の
被
保
険
者

満
年
齢
に
よ
り
保
険
料
を

計
算
し
ま
す
。

オ
ー
ソ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
完
了
日

ご
利
用
明
細
書
上
の
カ
ー
ド
ご
利
用
日

保障開始（責任開始）

ご
契
約
の
成
立

注
１

③
年
払
契
約
の
場
合

１５日頃

終身がん（Ｃ２・Ｃ３）以外の場合のスケジュール

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
10
月
か
ら
12
か
月
分
）

引
き
落
と
し

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
10
月
か
ら
12
か
月
分
）

引
き
落
と
し

注
２

注
２

15日



初
回
保
険
料

10月 11月 12月 1月

２
回
目
以
降
保
険
料

翌年10月 翌年11月 翌年12月 翌年1月

お
申
込
手
続
き

申
込
日
・
告
知
日

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

初
回
保
険
料
（
1
月
か
ら
9
か
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

当
社
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
へ

２
回
目
保
険
料
（
10
月
か
ら
12
か
月
分
）

の
決
済
請
求
依
頼

１０日頃 ２０日

２
回
目
保
険
料
（
10
月
か
ら
12
か
月
分
）

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
（
ご
利
用
日
）

ご
契
約
者
さ
ま
に
ご
利
用
明
細
が
送
付
さ
れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
お
よ
び
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
引
き
落
と
し
さ

れ
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

（
通
常
、
決
済
請
求
し
た
月
の
翌
月
に
引
き
落
と
し
さ
れ
ま
す
。
）

注
２

半
年
払
・
年
払
の
場
合
、
保
険
期
間
の
始
期
が
契
約
日
と
な
り
ま
す
。
（
口
座
振
替
扱
と
同
様
）

注
１

契
約
日

こ
の
時
点
で
の
被
保
険
者

満
年
齢
に
よ
り
保
険
料
を

計
算
し
ま
す
。

オ
ー
ソ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
完
了
日

ご
契
約
の
成
立

③
年
払
契
約
の
場
合

10日頃

終身がん（Ｃ２・Ｃ３）の場合のスケジュール

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
1
月
か
ら
9
か
月
分
）

引
き
落
と
し

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
口
座
か
ら
の

初
回
保
険
料
（
10
月
か
ら
12
カ
月
分
）

引
き
落
と
し

15日

保障開始
（責任開始）

注
２注

１

注
２

15日

初
回
保
険
料
（
1
月
か
ら
9
か
月
分
）

ご
利
用
明
細
書
上
の
カ
ー
ド
ご
利
用
日

20日頃


